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令雅一１３年度　 日本大学創を １３ ０周 年Ｅ念奨学金 申請書（第２ 種・ 第３ 種）

本申請書を提出するこ とにより ，第２種と第３ａを回ゆに串請することができます。

令加 ２年の年４又が令加ｊ１年より減夕しており ，かつ「新Ｓコロナウイルスでどのよう な影響を受けたか」欄に
Ｅ載ある ｉｉ合には， 先に第３ 種と して選考 します。

Ｅ入していただいた情報は，奨学を業務のための適：ｉＥな範回Ｆりで使丿目し，そのきの目的には使Ｊ１１いたしません。

申禁書は ２ページです。太線の枠Ｆ’ｉｌの項目 をａ ；；Ｆｊｉな くＥ入してく ださ い。

奈　 印刷する 際は，両面印刷を して くだ さい。
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該当する場合は， チェ ック欄にチェ ック をしてく ださ い。

２　 「ぬ白り支援のを給証回書」（国等が新やコ ロナ ウイ ルス感染症の感染拡大によ る鼈入癇ルが あっ た者を

万象 として実施する書類） を提■した者
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【家牡状疣についてＥ載してく ださ い】

奈第 ２種 ・第 ３種に関わら ず， すべての 申請者がＥ入する 項目 ですｏ
奈本奨学をに 申禁を希・するきＦね をＥ載してく ださ いｏ
※現在の 家計状況や学費・ 生き費を どの よう に工 ■し てい るの かを Ｅ載 して くだ さい。

経済的なミ剴によ り学費の支弁がｍ難な状疣をＥ載

（第 ３ａ串請考のみＥ入） 【新型こユロ ナウイルスで どの よう な影響を受けたかた載 して くだ さい】

奈第 ３種に申請を希望する学生は， 必ず記載 して くだ さいｏ
※家計支持者が新ｌ！ コロ ナウ イルス感染き のＳ響を どの を度■け たか を具体的 にＥ載し てく ださ い。
奈学生木大の 鼈入 （ア ルバ イト 等） が新まコ ロナ ウイ ルス のを響を １け た場合は ，ど の程度影響を ■け たか を具 体白りに

Ｅ載 して くだ さい。

新型コロ ナウ ィルス感染症の影響を受けた状菰が読み取れるよ うに記載

令ね　 ３　 年　 ６　 Ｊ１　２　８日

日　 本　大　 学　学　長　殿

八上の肖］容 について ，学費の支弁が困難な ため 申請いた しま す。 虚偽 申請など の「奨学金の 給イ才停止Ｒびだぎ」

の事項（下Ｅ参Ｓ）に該当 した場合は， 給イ才を受けた奨学をを返きするこ とを誓約いた します。 また，本人が返３

に応 じない場合， 保証人は給付を受けた額を限度 として本人と 連帯 してｊｌミするこ とを保証いた しま す。
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【　 奨学金の給付停止八び返Ｓ　】

奨学金の給イ才を停止又はその給付を取 り消 して，既に給付した奨学金の兔部又は一部を返３させる

こと があ る。

①　 休学又は ｊＵ！学 した とき。

②　 学只｜』 に違反する行為があったと き。

③　 操行が著しく ｆ良となった とき。

④　 虚偽 の申 請が あっ たと き。

【　 国のを学支援新制度と の：１根 について　】

国の修学支援新制度に採用 されてい る者 （停止中の者を除 く） は， 第２ 種には応募できません。

本奨学金第２ ａに よる 授業料減免前 に国 の修学支援新制度 に採ＪＩ （支援肖 開） された場ｉ合 は，

本奨学金の資格を失い ます。

第３ 種に採用 された者は， 国の修学支援新制度と 東根給付が‾叭能です。


